
北海道渡島海区　定置漁業権に関する情報一覧

免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区（※） 条件

長さけ・かれい・すけとうだら定
第１号

髙野勇一ほか146名 山越郡長万部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

長さけ・かれい・すけとうだら定
第２号

髙野勇一ほか146名 山越郡長万部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

長さけ・かれい・すけとうだら定
第３号

髙野勇一ほか146名 山越郡長万部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

長さけ・かれい・すけとうだら定
第４号

髙野勇一ほか146名 山越郡長万部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

長さけ・かれい・すけとうだら定
第５号

髙野勇一ほか146名 山越郡長万部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

長さけ・かれい・すけとうだら定
第６号

髙野勇一ほか146名 山越郡長万部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

長さけ・かれい・すけとうだら定
第７号

髙野勇一ほか146名 山越郡長万部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

長さけ・かれい・すけとうだら定
第８号

髙野勇一ほか146名 山越郡長万部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

長さけ・かれい・すけとうだら定
第９号

髙野勇一ほか146名 山越郡長万部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

長さけ・かれい・すけとうだら定
第１０号

髙野勇一ほか146名 山越郡長万部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

長さけ・かれい・すけとうだら定
第１１号

髙野勇一ほか146名 山越郡長万部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

長さけ・かれい・すけとうだら定
第１２号

髙野勇一ほか146名 山越郡長万部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

長さけ・かれい・すけとうだら定
第１３号

髙野勇一ほか146名 山越郡長万部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

長さけ・かれい・すけとうだら定
第１４号

髙野勇一ほか146名 山越郡長万部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

長さけ・かれい・すけとうだら定
第１５号

髙野勇一ほか146名 山越郡長万部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

長さけ・かれい・すけとうだら定
第１６号

髙野勇一ほか146名 山越郡長万部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

漁場の区域



長さけ・かれい・すけとうだら定
第１７号

髙野勇一ほか146名 山越郡長万部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

長さけ・かれい・すけとうだら定
第１８号

髙野勇一ほか146名 山越郡長万部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

長さけ・かれい・すけとうだら定
第１９号

髙野勇一ほか146名 山越郡長万部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

長さけ・かれい・すけとうだら定
第２０号

髙野勇一ほか146名 山越郡長万部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

長さけ・かれい・すけとうだら定
第２１号

髙野勇一ほか146名 山越郡長万部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

長さけ・かれい・すけとうだら定
第２２号

髙野勇一ほか146名 山越郡長万部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

長さけ・かれい・すけとうだら定
第２３号

髙野勇一ほか146名 山越郡長万部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

八さけ・かれい・すけとうだら定
第１号

成田昭ほか9名 二海郡八雲町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

八さけ・かれい・すけとうだら定
第２号

成田昭ほか9名 二海郡八雲町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

八さけ・かれい・すけとうだら定
第３号

成田昭ほか9名 二海郡八雲町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

八さけ・かれい・すけとうだら定
第４号

成田昭ほか9名 二海郡八雲町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

八さけ・かれい・すけとうだら定
第５号

成田昭ほか9名 二海郡八雲町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

八さけ・かれい・すけとうだら定
第６号

成田昭ほか9名 二海郡八雲町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

八さけ・かれい・すけとうだら定
第７号

成田昭ほか9名 二海郡八雲町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（2） 　８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

八さけ・かれい・すけとうだら定
第８号

成田昭ほか9名 二海郡八雲町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

八さけ・かれい・すけとうだら定
第９号

成田昭ほか9名 二海郡八雲町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

八さけ・かれい・すけとうだら定
第１０号

成田昭ほか9名 二海郡八雲町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。



八さけ・かれい・すけとうだら定
第１１号

成田昭ほか9名 二海郡八雲町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

八さけ・かれい・すけとうだら定
第１２号

成田昭ほか9名 二海郡八雲町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

八さけ・かれい・すけとうだら定
第１３号

佐々木祐一ほか6名 二海郡八雲町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

八さけ・かれい・すけとうだら定
第１４号

佐々木祐一ほか6名 二海郡八雲町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

八さけ・かれい・すけとうだら定
第１５号

佐々木祐一ほか6名 二海郡八雲町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

八さけ・かれい・すけとうだら定
第１６号

佐々木祐一ほか6名 二海郡八雲町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

八さけ・かれい・すけとうだら定
第１７号

佐々木祐一ほか6名 二海郡八雲町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

八さけ・かれい・すけとうだら定
第１８号

佐々木祐一ほか6名 二海郡八雲町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい・すけとう
だら定置漁業

８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

森さけ・いか・すけとうだら定第
１号

佐々木實ほか4名 茅部郡森町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか・すけとうだら
定置漁業

８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

森さけ・いか・すけとうだら定第
２号

佐々木實ほか4名 茅部郡森町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか・すけとうだら
定置漁業

８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

森さけ・いか・すけとうだら定第
３号

瀬戸涼平ほか4名 茅部郡森町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか・すけとうだら
定置漁業

８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

森さけ・いか・すけとうだら定第
４号

清水誠二ほか2名 茅部郡森町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか・すけとうだら
定置漁業

８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

森さけ・いか・すけとうだら定第
５号

福田賢一ほか3名 茅部郡森町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか・すけとうだら
定置漁業

８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

森さけ・いか・すけとうだら定第
６号

岩村信也ほか5名 茅部郡森町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか・すけとうだら
定置漁業

８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

森さけ・いか・すけとうだら定第
７号

岩村雅美ほか3名 茅部郡森町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか・すけとうだら
定置漁業

８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

森いか・いわし・さけ・すけとうだ
ら定第１号

有限会社カネヨ漁業ほ
か2名

茅部郡森町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 いか・いわし・さけ・すけ
とうだら定置漁業

４月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　４月１日から４月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　１２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

森いか・いわし・さけ・すけとうだ
ら定第２号

有限会社カネヨ漁業ほ
か2名

茅部郡森町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 いか・いわし・さけ・すけ
とうだら定置漁業

４月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　４月１日から４月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　１２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。



森いか・いわし・さけ・すけとうだ
ら定第３号

有限会社カネヨ漁業ほ
か2名

茅部郡森町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 いか・いわし・さけ・すけ
とうだら定置漁業

４月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　４月１日から４月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　１２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

森いか・いわし・さけ・すけとうだ
ら定第４号

有限会社カネヨ漁業ほ
か2名

茅部郡森町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 いか・いわし・さけ・すけ
とうだら定置漁業

４月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　４月１日から４月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　１２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

森いか・いわし・さけ・すけとうだ
ら定第５号

有限会社カネヨ漁業ほ
か2名

茅部郡森町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 いか・いわし・さけ・すけ
とうだら定置漁業

４月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　４月１日から４月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　１２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

森いか・いわし・さけ・すけとうだ
ら定第６号

岩村雅美 茅部郡森町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 いか・いわし・さけ・すけ
とうだら定置漁業

４月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　４月１日から４月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　１２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

森いか・いわし・さけ・すけとうだ
ら定第７号

澁谷俊也ほか1名 茅部郡森町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 いか・いわし・さけ・すけ
とうだら定置漁業

４月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　４月１日から４月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　１２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

森いか・いわし・さけ・すけとうだ
ら定第８号

澁谷俊也ほか1名 茅部郡森町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 いか・いわし・さけ・すけ
とうだら定置漁業

４月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　４月１日から４月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　１２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

森いか・いわし・さけ・すけとうだ
ら定第９号

澁谷俊也ほか1名 茅部郡森町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 いか・いわし・さけ・すけ
とうだら定置漁業

４月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　４月１日から４月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　１２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

森いか・いわし・さけ・すけとうだ
ら定第１０号

澁谷俊也ほか1名 茅部郡森町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 いか・いわし・さけ・すけ
とうだら定置漁業

４月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　４月１日から４月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　１２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

森さけ・いか・すけとうだら定第
８号

吉岡弘隆ほか3名 茅部郡森町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか・すけとうだら
定置漁業

９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － (１)　 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

森さけ・いか・すけとうだら定第
９号

吉岡弘隆ほか3名 茅部郡森町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか・すけとうだら
定置漁業

９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － (１)　 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

森いか・いわし・さけ・すけとうだ
ら定第１１号

坂本洋介 茅部郡森町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 いか・いわし・さけ・すけ
とうだら定置漁業

４月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　４月１日から４月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　１２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

森いか・いわし・さけ・すけとうだ
ら定第１２号

坂本洋介 茅部郡森町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 いか・いわし・さけ・すけ
とうだら定置漁業

４月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） 　４月１日から４月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） 　１２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） 　さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の
確保のために必要な措置を指示することがあります。

鹿さけ・いか定第１号 鹿部漁業協同組合ほ
か3名

茅部郡鹿部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ９月１日から１２月１４
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

鹿さけ・いか定第２号 鹿部漁業協同組合ほ
か3名

茅部郡鹿部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ９月１日から１２月１４
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

鹿まぐろ・いか・さけ定第１号 鹿部漁業協同組合ほ
か1名

茅部郡鹿部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 まぐろ・いか・さけ定置
漁業

３月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 　敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（2） ３月１日から３月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函さけ・いか定第１号 雲母幸治 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ９月１日から１２月１４
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函さけ・いか定第２号 小川福仁 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ９月１日から１２月１４
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。



函さけ・いか定第３号 小川福仁 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ９月１日から１２月１４
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函さけ・いか定第４号 西田直寛 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ９月１日から１２月１４
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函さけ・いか定第５号 加我康雄 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ９月１日から１２月１４
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函さけ・いか定第６号 福嶋崇 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ９月１日から１２月１４
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函さけ・いか定第７号 加我光一 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ９月１日から１２月１４
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函さけ・いか定第８号 早川敏之 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ９月１日から１２月１４
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函さけ・いか定第９号 小松和広 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ９月１日から１２月１４
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函さけ・いか定第１０号 酒井浩幸ほか1名 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ９月１日から１２月１４
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函さけ・いか定第１１号 小松晴正 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ９月１日から１２月１４
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函さけ・いか定第１２号 白石仁 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ９月１日から１２月１４
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函さけ・いか定第１３号 石川司 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ９月１日から１２月１４
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函さけ・いか定第１４号 株式会社ウロコ水産 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ９月１日から１２月１４
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函さけ・いか定第１５号 尾上匠 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ９月１日から１２月１４
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函さけ・いか定第１６号 有限会社マルコメ工藤
水産

函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ９月１日から１２月１４
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函さけ・いか定第１７号 有限会社ヤマサン濱田
水産

函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ９月１日から１２月１４
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函さけ・いか定第１８号 有限会社ヤマサン濱田
水産

函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いか定置漁業 ９月１日から１２月１４
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函まぐろ・いか・さけ定第１号 久二野村水産株式会
社

函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 まぐろ・いか・さけ定置
漁業

１月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） １月１日から３月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。



函まぐろ・いか・さけ定第２号 久二野村水産株式会
社

函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 まぐろ・いか・さけ定置
漁業

１月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） １月１日から３月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函まぐろ・いか・さけ定第３号 株式会社臼尻水産 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 まぐろ・いか・さけ定置
漁業

１月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（2） １月１日から３月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函まぐろ・いか・さけ定第４号 有限会社カネショウ張
磨漁業

函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 まぐろ・いか・さけ定置
漁業

１月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） １月１日から３月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函まぐろ・いか・さけ定第５号 有限会社カネショウ張
磨漁業

函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 まぐろ・いか・さけ定置
漁業

１月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） １月１日から３月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函まぐろ・いか・さけ定第６号 有限会社カネマル澤中
漁業

函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 まぐろ・いか・さけ定置
漁業

１月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） １月１日から３月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函まぐろ・いか・さけ定第７号 有限会社カネマル澤中
漁業

函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 まぐろ・いか・さけ定置
漁業

１月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） １月１日から３月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函まぐろ・いか・さけ定第８号 有限会社マルシチ村上
漁業

函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 まぐろ・いか・さけ定置
漁業

１月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） １月１日から３月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函まぐろ・いか・さけ定第９号 有限会社マルシチ村上
漁業

函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 まぐろ・いか・さけ定置
漁業

１月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） １月１日から３月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函まぐろ・いか・さけ定第１０号 有限会社イジルシ佐藤
漁業

函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 まぐろ・いか・さけ定置
漁業

１月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） １月１日から３月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函まぐろ・いか・さけ定第１１号 有限会社イジルシ佐藤
漁業

函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 まぐろ・いか・さけ定置
漁業

１月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） １月１日から３月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函まぐろ・いか・さけ定第１２号 有限会社チガイニ小田
原水産

函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 まぐろ・いか・さけ定置
漁業

１月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） １月１日から３月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函まぐろ・いか・さけ定第１３号 有限会社ボウジョウ本
間漁業

函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 まぐろ・いか・さけ定置
漁業

１月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） １月１日から３月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函まぐろ・いか・さけ定第１４号 有限会社チガイニ小田
原水産

函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 まぐろ・いか・さけ定置
漁業

１月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） １月１日から３月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函まぐろ・いか・さけ定第１５号 株式会社イジルシ佐藤
水産

函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 まぐろ・いか・さけ定置
漁業

１月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） １月１日から３月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函まぐろ・いか・さけ定第１６号 有限会社ヤマダイ尾上
漁業部

函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 まぐろ・いか・さけ定置
漁業

１月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） １月１日から３月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函まぐろ・いか・さけ定第１７号 株式会社イジルシ佐藤
水産

函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 まぐろ・いか・さけ定置
漁業

１月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） １月１日から３月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函まぐろ・いか・さけ定第１８号 有限会社曙水産 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 まぐろ・いか・さけ定置
漁業

１月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） １月１日から３月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。



函まぐろ・いか・さけ定第１９号 有限会社曙水産 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 まぐろ・いか・さけ定置
漁業

１月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） １月１日から３月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函まぐろ・いか・ぶり・さけ定第１
号

株式会社ツガイナカ中
村漁場

函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 まぐろ・いか・ぶり・さけ
定置漁業

３月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ３月１日から３月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函まぐろ・いか・ぶり・さけ定第２
号

株式会社ツガイナカ中
村漁場

函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 まぐろ・いか・ぶり・さけ
定置漁業

３月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ３月１日から３月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函いか・ぶり・さけ定第１号 えさん漁業協同組合 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 いか・ぶり・さけ定置漁
業

３月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ３月１日から３月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函いか・ぶり・さけ定第２号 えさん漁業協同組合 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 いか・ぶり・さけ定置漁
業

３月１日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ３月１日から３月１０日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函いか・ぶり・さけ定第３号 えさん漁業協同組合 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 いか・ぶり・さけ定置漁
業

７月２２日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ７月２２日から７月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函いか・ぶり・さけ定第４号 えさん漁業協同組合 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 いか・ぶり・さけ定置漁
業

７月２２日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ７月２２日から７月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函いか・さけ定第１号 戸井漁業協同組合 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 いか・さけ定置漁業 ７月２２日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ７月２２日から７月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函いか・さけ定第２号 戸井漁業協同組合 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 いか・さけ定置漁業 ７月２２日から１２月３１
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ７月２２日から７月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月２６日から１２月３１日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函さけ定第１号 戸井漁業協同組合 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月２５日から１２月１７
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月１３日から１２月１７日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函さけ定第２号 銭亀沢漁業協同組合 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月２５日から１２月１７
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月１３日から１２月１７日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函さけ定第３号 銭亀沢漁業協同組合 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月２５日から１２月１７
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月１３日から１２月１７日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函さけ定第４号 銭亀沢漁業協同組合 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月２５日から１２月１７
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月１３日から１２月１７日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函さけ定第５号 銭亀沢漁業協同組合 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月２５日から１２月１７
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月１３日から１２月１７日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函さけ定第６号 有限会社カネオク水産 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月２５日から１２月１７
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月１３日から１２月１７日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函さけ定第７号 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月２５日から１２月１７
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月１３日から１２月１７日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函さけ定第８号 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月２５日から１２月１７
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月１３日から１２月１７日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。



函さけ定第９号 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月２５日から１２月１７
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月１３日から１２月１７日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函さけ定第１０号 竹内唯人ほか5名 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月２５日から１２月１７
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月１３日から１２月１７日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函さけ定第１１号 竹内唯人ほか5名 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月２５日から１２月１７
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月１３日から１２月１７日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函さけ定第１２号 竹内唯人ほか5名 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月２５日から１２月１７
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月１３日から１２月１７日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

函さけ定第１３号 竹内唯人ほか5名 函館市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月２５日から１２月１７
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月１３日から１２月１７日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第１号 深井彰一 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第２号 金澤行雄 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第３号 石崎英明 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第４号 金澤秀美 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第５号 田島英晴 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第６号 石崎紀美子 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第７号 岡村篤ほか1名 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第８号 金澤文雄 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第９号 畠山哲幸 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第１０号 堂端明ほか1名 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第１１号 冨田一志ほか1名 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第１２号 山崎智光 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。



北斗さけ・いわし定第１３号 小田征實 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第１４号 坂見英一郎ほか1名 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第１５号 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第１６号 平田芳臣 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第１７号 木村直史 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第１８号 山崎幸子ほか1名 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第１９号 加藤佑基 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第２０号 瀧本正幸 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第２１号 石崎準也ほか1名 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第２２号 山本尚幸 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第２３号 濱谷重美ほか1名 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第２４号 菊地金吾 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第２５号 藤井勝義 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第２６号 菊地慎吾 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第２７号 品田靖 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第２８号 坂見英幸 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第２９号 坂本健ほか1名 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。



北斗さけ・いわし定第３０号 田村均ほか21名 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第３１号 田村均ほか21名 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第３２号 田村均ほか21名 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第３３号 田村均ほか21名 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第３４号 田村均ほか21名 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第３５号 田村均ほか21名 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第３６号 髙森茂貴ほか9名 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第３７号 髙森茂貴ほか9名 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

北斗さけ・いわし定第３８号 髙森茂貴ほか9名 北斗市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

木さけ・かれい定第１号 新井田征人ほか22名 上磯郡木古内町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

木さけ・かれい定第２号 新井田征人ほか22名 上磯郡木古内町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

木さけ・かれい定第３号 新井田征人ほか22名 上磯郡木古内町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

知さけ・かれい定第１号 西山武雄ほか55名 上磯郡知内町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

知さけ・かれい定第２号 西山武雄ほか55名 上磯郡知内町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

福さけ・かれい定第１号 中島正樹ほか1名 松前郡福島町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

福さけ・かれい定第２号 中島正樹ほか1名 松前郡福島町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・かれい定置漁業 ９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

松ほっけ・かれい・さけ定第１号 中江勝弘ほか1名 松前郡松前町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 ほっけ・かれい・さけ定
置漁業

９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。



松さけ定第１号 三浦昭雄 松前郡松前町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月２５日から１２月２５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月２１日から１２月２５日までの間において、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

松ほっけ・かれい・さけ定第２号 中江勝弘ほか1名 松前郡松前町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 ほっけ・かれい・さけ定
置漁業

９月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。
























































































































































































































































































































































